
職
員
の
任
用
、
分
限
、
懲
戒
等
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
教
育
委
員
会
教
育
長

吉

田

育

弘

奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

職
員
の
任
用
、
分
限
、
懲
戒
等
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
任
用
、
分
限
、
懲
戒
等
の
手
続
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
奈
良
県
教
育
委
員

会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
現
職
よ
り
上
位
の
職
に
変
更
す
る
場
合
、
又
は
、
職
務
の
級
を
上
位

の
級
に
変
更
す
る
場
合
」
を
「
職
員
を
そ
の
職
員
が
現
に
任
命
さ
れ
て
い
る
職
よ
り
上
位
の
職
制
上
の

段
階
に
属
す
る
職
員
の
職
に
任
命
す
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
中
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
現
職
よ
り
下
位
の
職
に
変

更
す
る
場
合
、
又
は
、
職
務
の
級
を
下
位
の
級
に
変
更
す
る
場
合
」
を
「
職
員
を
そ
の
職
員
が
現
に
任

命
さ
れ
て
い
る
職
よ
り
下
位
の
職
制
上
の
段
階
に
属
す
る
職
員
の
職
に
任
命
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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